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【 会 議 録 】（概要） 
 日時:平成２４年１０月１６日（火）19:00～21:00 

会議名 
平成２４年度越谷市自治基本条例推進会議 

第４回会議 
場所 

越谷市役所本庁舎５階 

第１委員会室 

件名 

議題 

 

１ 開会 

２ 協議事項  

（1）自治基本条例の適切な運用について 

①今後の検討内容等について 

３ その他 

（1）自治基本条例の普及について 

①シンポジウムの開催結果について 

（2）その他 

４ 閉会 

 

資料等 有  無 

出席者 

出席委員 

佐々木会長、石崎副会長、大熊委員、金子委員、鋪野委員、関根委員、内藤委員、林

委員、福嶋委員、村田委員、原田委員、松原委員、得上委員、雨宮委員、菅沼委員(１

５名) 

欠席委員  

なし 

事務局 

立澤企画部長、田中企画課副主幹、西岡同主任、根本同主事(４名) 

傍聴者 １名 

内 容 別紙 会議録（要旨）のとおり 

●合意・決定事項等 

・(1)自治基本条例の適切な運用について協議した。今後の検討内容等について、事務局から提案

のあった“答申までの会議開催内容等（案）”を基本として、自治基本条例の条文中の主要事項

を中心に調査審議していくこととした。 

・平成２４年度第５回会議を１２月１７日（月）午後７時から開催することとした。 
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会議録（要旨） 
 

１ 開会あいさつ（会長） 

こんばんは。 

今後の検討内容については、今回の会議で方向性を決定していければと考えています。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

 

２ 協議事項 

(1)自治基本条例の適切な運用について 

① 今後の検討内容等について 

 

（会 長）はじめに、本日の協議事項について、事務局からの説明をお願いいたします。 

 

・事務局が、今後の検討内容等について【資料１】（越谷市自治基本条例に基づく取組状況）及び【資

料２】（答申までの会議開催内容等（案））に基づいて説明した。 

 

（会 長）ありがとうございました。続きまして、本日の協議事項について、１名の委員から事前に意

見の提出がありましたので、この意見についての説明をお願いいたします。 

 

・事前に提出された意見については、【別紙１】のとおり 

 

（Ａ委員）前回の会議で、厳密なチェック機能について提案したところ、大きな枠組みでテーマを設定

してのチェック機能で良いのではないかというご意見をいただきました。そのご意見を受け

て考えたのですが、川崎市の事例に倣うと良いのではないかと思いました。川崎市自治推進

委員会では「自治基本条例に基づく取り組み状況」という表を作成しており、とてもわかり

やすいものとなっています。越谷市でも、こういった表を作ると、適切な運用にとても効果

的だと思います。 

（会 長）ありがとうございます。何かご質問等あればお願いします。自治基本条例の実効性を確保す

るための取り組みについては、いくつかの柱があると思います。一つ目は市がどういったこ

とに取り組んでいるかということ、二つ目は市民がどういったことに取り組んでいるか。三

つ目は議会がどういったことに取り組んでいるかということ。 

（Ｂ委員）今回事務局から提出のあった資料について、「市がどういったことに取り組んでいるか」と

いう部分の確認となっているように思いますが、議会と市民の取り組みについての項目がな

いのは、確認や把握が難しいからという理解でよろしいでしょうか。 

（事務局）事務局といたしましては、会議回数が限られている中で、まずは市の取り組みの部分につい

てから始めると検証していきやすいかと考え、提案させていただきました。市民や議会につ

いての部分も、必要であればスケジュールに組み込んでいきたいと考えています。 

（Ｃ委員）市の取り組み状況について検証していくということで良いと思います。市の取り組み状況に

ついて、自治基本条例に基づく制度や施策を資料としてまとめることができれば、越谷市の

自治の現状が把握でき、越谷市の良い部分の確認や、足りない部分を作っていくきっかけに

もなると思います。 

（Ｄ委員）できる範囲で構いませんが、議会についても検証していけると良いと思います。また、自治

基本条例の制定後、審議会等の公募委員の応募資格が満２０歳以上から満１８歳以上に引き



 3

下げられたことはとても画期的だと思います。現在審議会等で１８歳の公募委員がどのくら

いいるのかということも提示していただけたら良いと思います。 

（事務局）審議会等の公募委員の状況について、審議会等の公募委員の応募資格を満２０歳以上から満

１８歳以上に引き下げた経緯等とあわせて、次回会議の協議事項、「行政評価、組織及び審

議会等への参加の状況について」の中でご説明させていただきたいと考えています。 

（会 長）会長としてではなく、一委員として発言します。他の市町村と同様に越谷市の場合も参加・

協働の具体的な手立てとしての仕組みの構築がまだ不十分であるように思います。とりわけ

市民の関心が低い点が問題です。市民に自治基本条例の目的・内容を理解してもらうために

は「自治基本条例」という名称を前面に出すのではなく、どのように生活に関わってくるの

かを示していくことが必要だと思います。その点で、川崎市の取り組みは非常に参考になり

ます。 

（Ｅ委員）子ども版の活用状況について、小学校高学年へのアプローチはとても有効だと前々から考え

ていました。今後も毎年続けていただきたいと思います。また、中学生以上も対象に取り組

んでいければ一層の効果が期待できると思います。自治会等でも自治基本条例の普及の状況

は十分ではないように思うので、引き続き普及活動に力を入れていく必要があると思います。 

（Ｆ委員）若い世代が、自分の活動している越谷というまちに対して関心を持つことから自治基本条例

の普及が始まっていくのではないかと思います。 

（Ｇ委員）越谷市でも、自治基本条例に沿った取り組みを多く行っていると思います。今回事務局から

提出された【資料１】を、分かりやすく、見やすくしたかたちで膨らませてまとめていけれ

ば良いと思います。 

（Ｈ委員）まず越谷市の取り組みを提示して、その取り組みが自治基本条例に則ったものであるという

ことを説明していくと、市民にもわかりやすいと思います。 

（会 長）越谷市の取り組みを示して説明していくことはとても有効だと思います。また、今回の自治

基本条例シンポジウム協力員のような関心の高い人たちを中心とした実働組織があると良

いと思います。イベント開催等は市が行うことができますが、細かい部分でのフォローをし

ていける組織があると良いと思います。 

（Ｉ委員）自治基本条例が「できる前」と「できた後」で分けた資料を作れると良いと思います。自治

基本条例がいかに使いやすいものであるかを示すことができるととても有効だと思います。 

（Ｊ委員）越谷市の取り組みを提示する資料の作成も含め、事務局から提示のあった【資料２】のスケ

ジュールで会議を進めていくのが良いと思います。 

（Ｋ委員）先進市の事例を参考にしながら協議を進め、先進市の推進委員会等の人たちとの交流の場を

持つことができたら良いのではないかと考えています。 

（会 長）それでは、事務局から提案のありました“答申までの会議開催内容等（案）”を基本として

答申に向けて協議をしていくこととし、今回の会議で出た意見を踏まえ、次回から具体的な

協議に入っていくこととしてよろしいでしょうか。 

・出席委員全員に確認し、了承された。 

 

●合意・決定事項等 

・今後の検討内容等について、事務局から提案のあった“答申までの会議開催内容等（案）”を基本と

して、自治基本条例の条文中の主要事項を中心に調査審議していくこととした。 

 

 

３ その他 

(1) 自治基本条例の普及について 

①シンポジウムの開催結果について 
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・事務局が、｢シンポジウムの開催結果について｣【資料３】（「楽しみながら学んでみよう！～身近なく

らしにつながる自治基本条例～」報告書）に基づいて説明した。 

 

(2)その他 

・事務局が、次回の日程等について説明した。 

※平成２４年度第５回会議を１２月１７日（月）の午後７時から開催することとした。 

※平成２４年度第５回会議の協議事項である会議の進め方等について、１０月３１日（水）までにメー

リングリスト等を活用して事務局に意見を提出することとした。 

 

 

４ 閉会（副会長） 

長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。協議中にも発言がありましたが、自治

基本条例の運用と普及は相関関係にありまして、これがやはり大切なことではないかと思っており

ます。これから個々の課題の協議に入っていきますが、いろいろな知恵を出していただきながら良

い体制を作っていく必要があると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 


